
第34号議案

島根県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例

島根県後期高齢者医療財政安定化基金条例（平成20年島根県条例第19号）の一

部を次のように改正する。

第６条中「10万分の44」を「10万分の41」に改める。

附 則

この条例は、平成28年４月１日から施行する。
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